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八尾市一般廃棄物
処理基本計画（ごみ編）

の概要

八尾市 環境部 資源循環課

１．はじめに ①
一般廃棄物処理基本計画とは・・・

市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に
関する計画（以下「一般廃棄物処理計画」という。）を
定めなければならない。
一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところに
より、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、
次に掲げる事項を定めるものとする。
１ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
２ 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
３ 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
４ 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
５ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
６ その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

（廃棄物処理法第６条第１項・第２項）

１．はじめに ②
一般廃棄物処理基本計画とは・・・

法第６条第１項に規定する一般廃棄物処理計画には、
一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める
基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事
業について定める実施計画により、同条第２項各号に掲
げる事項を定めるものとする。

（廃棄物処理法施行規則第１条の３）

２．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の策定の経過

◆第１期八尾市廃棄物減量等推進審議会

平成12年３月27日諮問

諮問事項：八尾市の一般廃棄物の減量及び適正処理

等に関する基本的方策について

平成13年10月31日中間報告

平成14年２月28日答申

◆第２期八尾市廃棄物減量等推進審議会

平成14年12月13日諮問

諮問事項：八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ

編）について

平成15年６月25日答申

◆八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）策定

平成15年９月
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３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ①

◆計画策定の趣旨

市民、事業者及び行政が「環境にやさしいコミュニ
ティ」を形成することで、地球環境との共生を目的とす
る。

◆計画の性格

ごみの発生抑制、再使用、再生利用及び適正処理に関
する基本的な方向と市民、事業者及び行政それぞれの果
すべき役割を示す。

し尿 ・生 活 排 水

産 業 廃 棄 物

廃 棄 物

本 計 画 の 範 囲

一 般 廃 棄 物 ごみ 家 庭 系 ごみ

事 業 系 ごみ

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ②

◆最終目標

廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユー
ス）、再生利用（リサイクル）を進め、本市が「ごみゼ
ロ（ごみの最終処分量ゼロ）、資源が循環するまち」に
なること。

◆計画期間

初年度：平成15年度

目標年度：平成18年度及び平成23年度

※国の動向や近年の社会情勢の変化に的確に対応できるよう、

おおむね５年毎に見直し。

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ③

◆他の計画等との関係

・地方自治法第２条第４項の基本構想に即して策定。

・八尾市総合計画（やお未来・元気プラン21）及び

八尾市環境総合計画との整合を図る。

基本構想

基本計画

八尾市環境総合計画

八尾市一般廃棄物処理基本計画

八尾市総合計画

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ④

◆ごみの現状と課題

・八尾市の概況

・ごみの排出状況における現状と課題

・ごみ処理における現状と課題

・生産・流通における現状と課題

・３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）における

現状と課題
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３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑤

◆基本理念

「環境にやさしいコミュニティ」を形成し、廃棄物の
発生抑制、 再使用、再生利用を進め、「ごみゼロ（ご
みの最終処分量ゼロ）、資源が循環するまち」の構築を
基本理念とする。

環境にやさしいコミュニティの形成による、循環型社会の構築

『ごみゼロ、資源が循環するまち』

資源循環会議
（仮称）

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑥

◆基本方針

基本理念を実現するために６つの基本方針により取り
組む

排出者が自覚と責任を持つ社会の構築

グリーンコンシューマーの育成

市民・事業者・行政の協働

持続的に発展可能な経済システムへの転換

ごみの減量・資源循環の仕組みの整備

基本方針１

豊かな環境の保全

基本方針２

基本方針３

基本方針５

基本方針４

基本方針６

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑦

◆ごみ量の将来予測と数値目標

・人口の将来予測 平成22年度：おおむね28万人

・ごみ量の将来予測 平成９～12年度の実績より推計
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３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑧

◆数値目標

目標年次を平成18年度と平成23年度に設定し、新たな
施策を講じなかった場合の将来予測量に対し、資源類を
除くごみの処理量をそれぞれ20％、40％抑制する。
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将来目標（資源類
を除くごみ量）
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３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑨

◆数値目標図

※発生抑制、再使用を進め、また、有価物集団回収を推進し、資源化する

ごみの対象を拡充することにより資源化率を高め、将来予測量と比較して、

20％、40％抑制します。

平成23年度の将来目標（71,689㌧） 40％抑制

資源類を除くごみの将来予測量（平成18年度：101,450㌧、平成23年度：119,481㌧）

平成18年度の将来目標（81,160㌧） 20％抑制

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑩

◆市民、事業者、行政の責務

◆パートナーシップの構築

◆持続的に発展可能なシステムへの転換

◆循環型システムの構築

①市民の責務 ②事業者の責務 ③行政の責務

①資源循環会議（仮称）の設置 ②情報発信・環境教育のネットワー
クの整備 ③全庁的な取り組みの推進 ④大阪市との協力 ⑤自治体
の連携による施策の推進

①拡大生産者責任（EPR）の確立 ②事業者の資源有効利用の促進

③自主回収の促進 ④再生品の需要の拡大

①責任分担と協調 ②市民、事業者の自主的な活動の支援 ③再資源
化ルートの確立 ④生ごみの資源化の促進 ⑤効率的・効果的なごみ
処理の推進と指導体制の確立 ⑥法制度の研究 ⑦費用負担のあり方
の研究 ⑧エコ基金制度

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑪

◆安全・安心なごみ処理の研究

◆事業系ごみの減量・資源化施策

◆家庭系ごみの減量・資源化施策

①蛍光灯・電池類の拠点回収の実施 ②危険廃棄物の適正排出 ③情
報発信基地と環境学習拠点の機能を持つ中間処理施設の整備 ④焼却
灰等の減量・資源化 ⑤ストックヤードの整備 ⑥有害物質対策の推
進 ⑦不適正処理の防止 ⑧広域処理体制の研究

①原料計画書の作成の義務付け ②廃棄物管理責任者の設置の義務付
け ③事業所への立入指導 ④経済的手法による減量・資源化の推進
⑤事業者向けの啓発活動や研修会の実施 ⑥効率的かつ柔軟な収集運
搬制度

①ごみ減量推進員（仮称）の設置 ②環境教育・啓発の推進 ③レジ
袋削減運動の推進 ④分別収集の拡充 ⑤新指定袋制度への転換

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑫

◆市民、事業者、行政に期待される役割

・市民に期待される役割

・事業者に期待される役割

・行政に期待される役割

①排出者としての意識の向上 ②環境学習活動への参加 ③レジ袋や過剰包装の拒否 ④
使い捨て商品やワンウェイ容器商品の購入自粛 ⑤修理等による、ものの長期間使用 ⑥
リースやレンタル等による、所有から機能活用へのライフスタイルの転換 ⑦グリーン
マーク商品の選択的購入 ⑧利用価値のあるものをバザー等により活用 ⑨生ごみの減量

と資源化による活用 ⑩分別排出への協力

①排出者としての意識の向上 ②環境学習活動への参加と社員教育の実施 ③包装材・梱
包材の使用量削減と回収 ④使い捨て商品やワンウェイ容器商品の販売自粛 ⑤修理サー
ビスの普及 ⑥減量計画書の作成 ⑦再使用・再生利用が容易な製品の製造及び販売 ⑧

製造プロセス及び流通プロセスにおける無害化の推進

①環境教育・啓発の実施 ②環境教育・啓発の拠点整備 ③情報提供、情報収集 ④多量
排出事業所への立入調査と指導 ⑤排出者としての自覚の育成及び各種団体への協力依頼
⑥政策の提言 ⑦市民活動の促進、支援、指導 ⑧不法投棄防止、関し、指導 ⑨廃棄物
不適正処理に対する指導 ⑩リサイクルプラザの拡充 ⑪追加袋の見直し ⑫創造・発議
ができる職員の育成
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３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑬

◆目標を達成するための個別数値目標

単位
平成13年度
（実績）

平成18年度 平成23年度

人 275,639 279,200 280,200
可燃ごみ g／人日 580.29 559.40 525.41
埋立ごみ g／人日 11.36 11.36 11.36
複雑ごみ g／人日 12.65 13.10 13.73
粗大ごみ g／人日 12.42 33.04 33.55
臨時ごみ等 g／人日 7.57 11.26 12.52
小計 g／人日 624.29 628.16 596.57

g／人日 194.92 168.26 104.41
g／人日 819.21 796.42 700.98

資源 g／人日 34.73 33.14 32.07
資源回収の充実 g／人日 ‐ 18.69 38.62
事業者による回収の充実 g／人日 ‐ 2.29 5.28
集団回収 g／人日 160.06 184.23 205.41
小計 g／人日 194.79 238.35 281.38

事業系 資源化量の拡充 g／人日 ‐ 85.81 168.52
g／人日 194.79 324.16 449.90
g／人日 ‐ 28.79 72.91
g／人日 ‐ 63.52 181.95
g／人日 ‐ 92.31 254.86

区分／年度

人口（3月31日現在）

資源類等を
除くごみ量

収集ごみ
（資源類を
除く）

直接搬入ごみ
合計

資源類
家庭系

合計

発生抑制の
推進

家庭系
事業系
合計

３．一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 ⑭

◆事業スケジュール
施策の展開方法 施策の展開方法

①ネットワークの形成 ①回収拠点整備
②会議を設置 ②拠点回収実施
③会議への参加呼びかけ ③再資源化の委託
④会議の運営 ④分別収集の研究
⑤ネットワークの拡大 ⑤④の研究結果に基づく新たな施策の立案
①環境ホームページを開設 ①危険廃棄物の危険性及び排出方法を周知徹底
②環境データを掲載 ②拡大生産者責任の考え方に基づく事業者の回収を要望
③不用品交換システムの構築 ③危険廃棄物の収集方法等の研究
④意見交換システムの構築 ④③の研究結果に基づく新たな施策の立案
①率先実行計画の策定 ①廃棄物処理センターの基本構想の策定
②職員研修の実施 ②廃棄物処理センターの基本設計の策定
③率先行動の実施 ③廃棄物処理センターを更新
④再生品等の利用の推進 ④学習施設の機能を併設
⑤公共事業におけるごみ減量の実施 ⑤不用品展示スペースの整備
⑥グリーン調達方針の策定 ①無害化・資源化処理を検討
⑦庁内各部局が連携した環境教育環境啓発の実施 ②エコセメントの民間事業者の活用を検討
①大阪市との協議 ③広域化による焼却灰の資源化施設の建設を検討
②事業系ごみの情報の整理 ④①から③の検討結果に基づき実施
③搬入監視体制の強化を検討 ①ストックヤードの機能・スペース等の検討
④③の検討結果に基づき実施 ②ストックヤードの設計
①生産流通業界に対する要望 ③ストックヤードの整備
②施策・制度の要望 ①八尾工場地元連絡協議会の開催
③専門知識の向上 ②焼却処理に過度に依存しない中間処理方法を推進
④指定一般廃棄物の対象拡大を要望 ③大阪市環境事業局八尾工場の適正な運転
⑤特別管理一般廃棄物の対策充実を要望 ④中間処理施設の運転データの整理と公表

①制度化の要望 ⑤ＰＣＢ廃棄物処理施設の早期整備の要望
②ごみ減量・リサイクルに配慮した商品設計を要望 ⑥ＰＣＢ廃棄物処理計画の策定及び処理の要望
③不用品の回収システムの整備を要望 ①散乱ごみや不法投棄に関する啓発
①修理体制の整備を要望 ②警察や大阪府等の関係諸機関と連携したパトロール
②商品を評価・推奨する仕組みを構築 ③不法投棄対策会議を開催
③事業者の取り組み状況を情報提供 ④道路・公園等の美化を推進
①店頭回収を推進 ⑤空き地等の不法投棄防止対策を推進
②リサイクル費用の事業者責任を要望 ①民間の資源化施設の誘致及び処理委託の検討
③適正な協力と負担についての検討 ②①の検討結果に基づき実施
④③の検討結果に基づき事業者に協力要請 ①多量排出事業所に対し減量計画書の義務付け
①販売情報収集の仕組みづくり ②減量計画書の提出
②販売情報の情報提供の仕組みづくり ③減量計画書の点検及び指導
③情報交換の仕組みづくり ④実施報告書提出の義務付け

①役割の検討 ⑤実施報告書の点検及び指導
②①の検討結果に基づき役割を条例化 ①多量排出事業所の廃棄物管理責任者選任義務付け
③役割の周知 ②廃棄物管理責任者の届出
①集団回収を推進 ③研修の実施
②実践活動を行う団体・個人の発掘 ④社内教育の要請
③優秀な団体や個人を表彰 ①立入調査を行う権限を条例化
④優秀な団体や個人を紹介 ②指導・啓発体制を構築
⑤活動資金を助成 ③定期調査
①新たな再生資源回収活動を育成 ④指導
②再生資源回収拠点の設置 ①資源ごみの搬入手数料の差別化手法を検討
③再生資源事業者を育成する法・制度の要望 ②資源ごみ等のストック場所確保を働きかけ
①ぼかし容器の無償貸与 ③オフィス町内会の結成を働きかけ
②コンポストの普及促進 ①事業所向けの啓発活動や研修会を実施
③生ごみ処理機の普及促進 ②事業者向けのマニュアル･パンフレットを作成
④一般家庭及び事業所からの生ごみの資源化システムを研究 ③先進的な事業者の事例を情報提供
⑤④の研究結果に基づく新たな施策の立案 ①新たな法制度にあった収集運搬制度を検討
①職場づくりと研修の実施 ②①の検討結果に基づいた収集運搬制度の実施
②リサイクルや環境に配慮した収集車輌の導入 ①ごみ減量推進員を設置
③中間処理の民間業者への一部委託 ②ごみ減量推進員等への研修を実施
④収集運搬体制の見直し ③ごみ減量推進員等を中心とした地域コミュニティの形成
⑤中間処理の委託内容の見直し ④地域住民によるごみの排出管理への誘導
⑥④・⑤の見直し結果に基づき実施 ①体系的な学習プログラムの作成
①法・制度の研究 ②学習プログラムの実行
②発議能力ある職員の育成 ③学習ツールの作成
③基本計画に基づく施策の進行管理 ④学校での体系的な環境教育の実施
④③の結果に基づく施策の修正 ⑤学校と地域が連携した合同企画の実施
①市民意識調査 ①簡易包装の実践の普及
②ごみの減量・リサイクル施策の研究 ②買い物袋持参運動の推進
③有料化事例の研究 ③事業者に対し、買い物袋持参運動参加要請
④①から③の研究結果に基づく新たな施策の立案 ④レジ袋税・レジ袋有料化の研究
①市民･事業者からの協力金や寄付金、回収資源売却収入、焼
却委託料削減分等の収入によるエコ基金の創設の検討

⑤④の研究結果に基づき制度設計

②優れたボランティア活動を行う個人や団体等に対して活動資
金や集団回収奨励金を交付

①公共施設の回収拠点の拡充

③施設等の整備資金積立て ②収集体制の整備

③民間事業者のペットボトル等の回収拠点を募集
④民間事業者のペットボトル等の回収拠点を支援
⑤その他プラスチックの分別収集体制の検討
⑥⑤の検討結果に基づき分別収集を実施
①取扱い基準及び収集体制の課題を整理
②市民の自覚を育成する方法を検討
③②の検討結果に基づき実施

環境教育・啓発の
推進

レジ袋削減運動の
推進

分別収集の拡充

新指定袋制度への
転換

不適正処理の防止

広域処理体制の研
究

事業系ごみの減
量・資源化施策

減量計画書作成の
義務付け

廃棄物管理責任者
の設置の義務付け

多量排出事業所へ
の立入指導

経済的手法による
減量・資源化の推
進
事業所向けの啓発
活動や研修会の実
施
効率的かつ柔軟な
収集運搬制度

家庭系ごみの減
量・資源化施策

ごみ減量推進員の
設置

安全・安心なごみ
処理

情報発信基地と環
境学習拠点の機能
を持つ中間処理施
設の整備

焼却灰等の減量・
資源化

ストックヤードの整
備

有害対策物質対策
の
推進

前期 後期

蛍光灯・電池類の
拠点回収の実施

危険性廃棄物の適
正排出

前期 後期

パートナーシップの
構築

資源循環会議の設
置

情報発信・環境教
育のネットワークの
整備

全庁的な取り組み
の推進

大阪市との協力

自治体の連携によ
る施策の推進

持続的に発展可能
なシステムへの転
換

拡大生産者責任の
確立

事業者の資源有効
利用の推進

自主回収の促進

再生品の需要の拡
大

循環型システムの
構築

責任分担と協調

市民・事業者の自
主的な活動の支援

再資源化ルートの
確立

生ごみの資源化の
推進

効率的・効果的な
ごみ処理の推進と
指導啓発体制の確
立

法制度の研究

費用負担のあり方
の研究

エコ基金制度

４．（中間）目標年度である平成18年度の実績 ①

◆ごみ排出量

単位 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
平成18年度
目標数値

人 275,639 274,985 274,448 274,169 274,119 273,883 279,200

可燃 ㌘／人日 580.30 580.79 584.80 569.63 568.02 563.18 559.40

埋立 ㌘／人日 11.36 10.69 11.31 11.10 11.20 11.74 11.36

複雑 ㌘／人日 12.64 13.62 14.31 14.21 14.19 13.50 13.10

粗大 ㌘／人日 12.42 16.76 18.77 19.37 20.86 20.68 33.04

臨時等 ㌘／人日 7.57 5.99 7.48 7.44 6.39 7.83 11.26

小計 ㌘／人日 624.30 627.85 636.68 621.75 620.66 616.94 628.16

㌘／人日 194.91 236.29 273.42 318.14 345.94 306.95 168.26

資源 ㌘／人日 34.73 32.43 31.53 29.47 28.55 27.78 33.14

集団回収 ㌘／人日 160.06 157.57 157.83 153.89 153.39 152.79 184.23

小計 ㌘／人日 194.79 190.00 189.36 183.36 181.93 180.57 217.37

㌘／人日 1,014.00 1,054.15 1,099.45 1,123.25 1,148.53 1,104.46 1,013.79

資源類を除く
収集量

直接搬入量

資源類

排出量合計

区分／年度

人口（3月31日現在）

４．（中間）目標年度である平成18年度の実績 ②

◆数値目標図

平成18年度実績

8％抑制平成18年度の実績値　92,951㌧　（目標値　81,160㌧）

資源類を除くごみの将来予測量（平成18年度：101,450㌧、平成23年度：119,481㌧）

目標数値 実績数値

1人1日あたりの排出量（㌘） 1013.79 1104.46

年間排出量（㌧） 81,160 92,951


